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 基本目標８ 人権を大切にしよう！  

 

１ 人権尊重に向けた啓発の推進 

一人一人がお互いの人権を尊重しながら、あらゆる暴力をなくし、協働して住みや

すいまちを実現するために、分かりやすく継続的な意識啓発が必要です。 

そのため、町の広報紙やホームページをはじめ、様々な媒体を活用して、幅広い年

齢層を対象に、人権の尊重やあらゆる暴力を根絶するための意識啓発の推進、学習機

会の充実を図り、安心して暮らせるまちづくりを目指します。 

また、ＤＶ※１をはじめ、デートＤＶから虐待、ストーカー行為に至るまで、あら

ゆる暴力の根絶に向けた取組を推進するとともに、関係機関との連携を強化し、早期

発見、早期対応に取り組みます。 

 

【町民・地域による主な取組】 

【自助】 

町民一人一人が

取り組むこと 

○ 普段から隣近所や地域の人への気配りに努め、異変に気付いた

ら、関係機関へ連絡、通報、又は相談しましょう。 

○ 協力を求められたら、可能な範囲で手助けしましょう。 

○ 人権の尊重や暴力防止についての学習の機会に、積極的に参加

し、理解を深めましょう。 

○ シトラスリボン※２や人権バッジの意味を知り、活用しましょう。 

【互助】 

地域で協力して 

取り組むこと 

○ 地域住民による見守り活動を促進するため、様々な機会を通じ

て意識啓発を推進します。 

○ 地域で人権について学ぶ機会をつくります。 

 

【行政による主な取組】 

施策 取組内容 

関係団体等 

との連携 

● 人権教育協議会松野支部や人権対策協議会松野支部等の関係

団体や人権擁護委員等と連携して、基本的人権が保障される社会

の実現を目指します。 

人権意識の啓発 
● 「森の国人権の集い」など講演会や講座等を実施し、人権意識

の醸成に向けた啓発や情報提供に努めます。 

人権・同和教育

の推進 

● 教育活動全体を通して、児童・生徒の発達段階に応じた系統的、

計画的な人権・同和教育を推進します。 

 
※１【ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）】配偶者やパートナー、恋人などによって振るわれる暴力のこと。

「殴る」「蹴る」といった身体的暴力だけでなく「大声で怒鳴る（精神的暴力）」「性的な行為の強要（性

的暴力）」なども含まれる。 

※２【シトラスリボン】コロナ禍で生まれた感染者への差別や偏見を防ぎ、そのことで生まれる弊害をなくすた

めの活動を行う、愛媛の有志によるプロジェクトがつくった柑橘色をイメージしたリボンのこと。 
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施策 取組内容 

暴力防止に 

向けた啓発 

● 町の広報紙やホームページをはじめ、様々なメディアを活用し

て、幅広い年齢層を対象に、あらゆる暴力を根絶するための法律

や制度の周知を図るとともに、意識啓発を推進します。 

暴力防止に 

向けた 

学習会等の周知 

● 県やその他団体等が主催する暴力防止に向けた学習会や研修

会への情報を、保育所や学校等へ提供するとともに、町の広報紙

やホームページ等の活用により、町民への周知を図ります。 

高齢者虐待防止

の推進 

● 地域包括支援センターにおいて、高齢者の権利擁護や虐待防止

に向けた取組を推進します。 

● 町の広報紙やホームページ等を通して、虐待に関する知識の普

及をはじめ、民生委員・児童委員、介護保険事業者等の関係機関

と連携して虐待の早期発見に努めます。 

● 虐待事案については、関係機関と連携し、早急な対応を行うと

ともに、必要に応じて支援チームや法テラス等へ、事案対処につ

いての相談を行います。また、必要に応じて、高齢者保護のため

の措置を講じます。 

障がい者への 

虐待の防止 

● 「障害者虐待防止法（障害者虐待の防止、障害者の養護者に対

する支援等に関する法律）」に関する積極的な広報や啓発活動を

行うとともに、関係機関と連携して、虐待の早期発見と未然防止

に努め、虐待を受けた障がい者及び擁護者を支援します。 

児童虐待防止の

取組 

● 保健、福祉、医療、教育、警察等の関係機関と連携し、児童虐

待の発生予防及び早期発見、早期対応に努めます。児童相談所の

権限や専門性を要する場合には、遅滞なく介入を求められるよ

う、関係機関との連携を強化します。 

● 関係機関との連絡会議やケース会議を開催し、要保護児童対策

地域協議会の活動を支援します。 
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２ 包括的な権利擁護の推進 

家族等の支援を得ることが困難な認知症高齢者をはじめ、障がい等で判断能力が十

分でない人や親亡き後の障がい者等の権利を擁護し、本人の望む生活を続けることが

できるよう、権利擁護の制度に関する普及に向けた啓発やきめ細かな情報提供、関係

機関と連携した相談支援の充実などが必要です。 

包括的な権利擁護事業の推進をはじめ、関係機関との連携による対象となる人の早

期発見など、権利擁護に関する取組を強化します。 

 

【町民・地域による主な取組】 

【自助】 

町民一人一人が

取り組むこと 

○ 人権や権利擁護の重要性、成年後見制度について、町や社会福

祉協議会等が発信する情報を入手し、理解を深めましょう。 

○ 身近に権利擁護の必要がある人に気付いたら、民生委員・児童

委員や町などに連絡しましょう。 

【互助】 

地域で協力して 

取り組むこと 

○ 権利擁護の重要性や制度についての理解を深め、地域の活動に

生かします。 

○ 地域活動や日常業務において、権利擁護の支援を必要とする人

がいたら、民生委員・児童委員や町の相談窓口等へつなぎ、サー

ビスの利用を促します。 

 

【行政による主な取組（共助・公助）】 

施策 取組内容 

権利擁護の推進 

● 判断能力が十分でない人の権利を守る「福祉サービス利用援助

事業」や成年後見制度の周知と利用促進を図ります。 

● 社会福祉協議会と連携し、権利擁護に関する講演会や専門職に

よる相談窓口の充実を図ります。 

認知症支援体制

の整備 

● 認知症になっても、本人の意思が尊重され、できる限り住み慣

れた自宅や地域で生活ができるよう、認知症の人やその家族を支

援する体制を整えるとともに、地域住民の認知症に対する知識の

普及に向けた啓発を進めます。 

● 徘徊高齢者ＳＯＳシステム（愛媛県オレンジネットワーク）を

活用し、徘徊等によって行方不明になる恐れがある高齢者等の情

報を事前に登録し、行方不明になった場合に関係機関や団体等が

連携して捜索を行います。 
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施策 取組内容 

成年後見制度の

適切な利用促進 

● 本計画に位置付けられている「松野町成年後見制度利用促進基

本計画」に基づき、制度の周知・啓発をはじめ、早期の相談支援

体制の整備や中核機関の設置などを踏まえ、制度の適切な利用促

進を図ります。 

日常生活 

自立支援事業 

（福祉サービス 

利用援助事業） 

● 成年後見制度を利用するほど判断能力は低下していないが、介

護や福祉サービスの手続き方法が分からない、又は、金銭管理等

に不安のある住民については、社会福祉協議会による福祉サービ

ス利用援助事業によって、日常生活を支援します。 
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３ 成年後見制度の利用促進（松野町成年後見制度利用促進基本計画） 

認知症や知的障がい、その他の精神上の障がいがあることにより、日常生活や財産

の管理等に支援が必要な人を社会全体で支え合うことは、共生社会の実現に向けた課

題であり「成年後見制度」は、これらの人たちを支える重要な手段の一つとして位置

付けられます。 

国においては、平成 28（2016）年５月に「成年後見制度の利用の促進に関する

法律」を施行し、市町村には、同法の規定に基づき、当該市町村の区域における成年

後見制度の利用の促進に関する施策についての、基本的な市町村計画の策定が努力義

務化されました。また、平成 29（2017）年に閣議決定された国の「成年後見制度

利用促進基本計画」では、市町村に対し、地域連携ネットワークや中核機関に期待さ

れる機能の段階的、計画的な整備に向け、市町村計画を定めるよう努めることを求め

ています。 

本町においても、町民の生活に密接に関わる成年後見制度の取組を積極的に推進し

ます。この取組は「成年後見制度の利用の促進に関する法律」の規定に基づく「松野

町成年後見制度利用促進基本計画」として位置付け、令和３（2021）年度から令和

７（2025）年度までの５年間を計画期間とします。 

 

【松野町成年後見制度利用促進基本計画の施策体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔施策１〕町民への周知・広報 ○ 成年後見制度の広報・啓発 

○ 相談窓口の周知 

○ 職員等を対象とした制度の理解促進 

〔施策２〕支援が必要な人の発見体制づくり ○ 支援が必要な人の早期発見 

○ 関係機関と連携した発見体制づくり 

〔施策３〕早期の段階からの相談支援体制 

の整備 

○ 早期の相談支援体制の整備 

○ ニーズに応じた支援体制の検討 

○ 町長申し立ての実施 

○ 後見人等への報酬助成金の交付 

〔施策４〕本人と後見人を共に支える関係 

機関との連携による支援体制 

○ 必要な支援につなぐ機能の強化 

○ チームによる支援体制の整備 

〔施策５〕地域における協議体づくり ○ 地域連携ネットワークによる個別ケー

スへの対応 

○ 中核機関による地域連携・機能強化 

○ 受任者調整（マッチング）等の支援 
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なお「中核機関」については、令和４（2022）年度を目途に、宇和島市、愛南町、

鬼北町、そして本町の１市３町で、宇和島市社会福祉協議会への委託による設置に向

けて協議を進めています。 

 

【行政による主な取組（共助・公助）】 

施策 取組内容 

〔１〕町民への周知・広報 

成年後見制度の

広報・啓発 

● 町民の成年後見制度への関心が高まるよう、社会福祉協議会等

の関係機関と連携し、町の広報紙やホームページをはじめ、チラ

シの作成や配布など、多様な媒体や機会を活用して周知を図ると

ともに、制度の適切な利用に関する啓発を推進します。 

相談窓口の周知 
● 町の広報紙やホームページ、チラシ等を活用し、成年後見制度

の利用についての相談窓口の周知に努めます。 

職員等を対象 

とした制度の 

理解促進 

● 本町及び近隣市町で構成する「中核機関」において、町職員を

はじめケアマネジャー、ソーシャルワーカー、相談支援事業所等

を対象とした合同研修会や講演会を開催し、成年後見制度の理解

を深めるとともに、個別ニーズを判断し、中核機関につなぐこと

ができる人材の育成に努めます。 

〔２〕支援が必要な人の発見体制づくり 

支援が必要な人

の早期発見 

● 地域において、財産管理や必要な福祉サービス等の利用手続き

を、自ら行うことが困難な状態にあるにもかかわらず、支援を受

けることができないなど、権利擁護支援が必要な人の早期の発見

に努め、速やかに必要な支援につなぐことができる体制の整備に

努めます。 

関係機関と 

連携した発見 

体制づくり 

● 体制の整備に当たっては、日頃の訪問活動をはじめ、地域住民

や家族からの相談、社会福祉協議会やケアマネジャー、民生委

員・児童委員からの相談など、関係機関と連携した早期発見の体

制の整備に努めます。 

〔３〕早期の段階からの相談支援体制の整備 

早期の相談支援

体制の整備 

● 地域住民や支援が必要な人の家族等が、成年後見制度の利用に

ついて身近な地域で気軽に相談できるよう、地域包括支援セン

ターの窓口をはじめ、相談窓口等の体制を整備します。 
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施策 取組内容 

ニーズに応じた

支援体制の検討 

● 相談を受けた場合、制度の説明を行い、本人の状況を確認する

とともに、個別のニーズを把握し、きめ細かな支援体制を検討し

ます。 

● 成年後見制度を、本人らしい生活を守るための制度として利用

できるよう、本人の意思や心身の状態、生活の状況等を踏まえた

運用ができるよう、地域の支援体制の構築を推進します。 

町長申し立て 

の実施 

● 成年後見制度の利用が必要な状況であるにもかかわらず、身近

に申し立てる親族がいない場合や申立経費、後見人の報酬を負担

できないなど、本人や家族共に申立を行うことが難しい人に対し

て、成年後見町長申し立てを実施します。 

後見人等への 

報酬助成金の 

交付 

● 申立経費や後見人の報酬を負担できない場合など、後見人への

報酬を助成する制度（報酬助成制度）を実施します。 

〔４〕本人と後見人を共に支える関係機関との連携による支援体制 

必要な支援に 

つなぐ機能の 

強化 

● 関係機関との連携による対応事例の収集などにより、地域全体

における見守り体制の中で、権利擁護支援が必要な人を地域にお

いて発見し、必要な支援につなぐ機能の強化を図ります。 

チームによる 

支援体制の整備 

● 権利擁護支援が必要な人について、本人の状況に応じて、後見

等開始前は、本人の親族や福祉・保健・医療・地域の関係者が関

わり、後見等開始後はこれに後見人が加わり「チーム」として支

援する体制づくりを進めます。 

● 法的な権限を持つ後見人と、地域の関係者等が連携して日常的

に本人を見守り、本人の意思や状況をできる限り継続的に把握

し、対応する体制づくりを推進します。 

〔５〕地域における協議体づくり 

地域連携ネット

ワークによる 

個別ケースへの

対応 

● 成年後見制度に関する専門的な相談への対応や後見の運用方

針等について、家庭裁判所との情報交換や調整等に適切に対応

するため、個別のケースに対する協議体である「チーム」によ

る対応を図ります。また、地域において、法律や福祉の専門職

団体や関係機関がこれらの「チーム」を支援する体制づくりを

推進します。 

● 各種専門職団体、関係機関の協力、連携の強化等を協議する協

議会等を設置し、個別ケース会議の開催や多職種連携による地域

課題の検討、調整、解決を図るための「地域連携ネットワーク」

の構築を図ります。 
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協議会 

 

施策 取組内容 

中核機関による

地域連携・機能

強化 

● 本町及び近隣市町で構成する「中核機関」において、様々なケー

スに対応するため、法律、福祉等の専門知識や地域の専門職等か

らのノウハウを蓄積し、地域における連携、対応強化の推進役と

しての役割を担います。 

● 「中核機関」では、成年後見制度に関する普及・啓発活動、人

材育成をはじめ、地域連携ネットワークの整備等を推進します。 

受任者調整

（マッチング）

等の支援 

● 「中核機関」は、弁護士会、司法書士会、社会福祉士会等の専

門職団体及び法人後見を行う法人等と連携し、本人の状況等に応

じて、適切な後見人の選定に努める（マッチング）とともに、必

要な「チーム」体制やその支援体制を検討する役割を担います。 

 
 

【地域連携ネットワークのイメージ図】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チーム 

介護 
サービス 
事業者 

医療機関 
ケアマネジャー 

障害福祉 
サービス 
事業者 

医療機関 

相談支援 
専門員 

本人 
（認知症高齢者） 

本人 
（障がい者） 

後見人等 後見人等 

チーム 

地域包括支援 

センター 

社会福祉 

協議会 

民生委員・ 

児童委員 

自治会等 

地域関係団体 

弁護士会・司法書士会 

・社会福祉士会等 

民間団体・ 

ＮＰＯ等 

医療・福祉 

関係団体 

金融機関 家庭裁判所 中核機関 市町村 都道府県 

○ 相談対応 

○ チームの支援 

○ 協議会の開催 

○ 家庭裁判所との連携 

○ 後見人受任者調整の支援・・・等 

直営又は委託 連携・支援 

【地域連携ネットワークの役割】 

○ 権利擁護支援の必要な人の発見・支援 

○ 早期の段階からの相談・対応体制の整備 

○ 意思決定支援・身上保護を重視した成年後見制度の運用に資する支援体制の構築 

 

【地域連携ネットワークの機能】 

○ 広報機能、相談機能、利用促進機能、後見人支援機能、不正防止効果 
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 基本目標９ 人にやさしい地域共生のまちをつくろう！  

 

１ 防災・防犯体制の充実 

災害時の避難行動に対する住民のニーズは高く、災害発生時の要援護者対策や避難

所設備などの対応、災害時の協力体制など、災害発生時の対応を日頃から話し合う体

制づくりに取り組んでいくことが必要です。また、防災に限らず、防犯や交通安全な

ど、安全で安心な生活環境と地域づくりのためには、住民相互の日頃から顔の見える

関係性づくりや見守り活動の重要性についての啓発が必要です。 

誰もが安全、安心な生活が送れるよう、防災対策をはじめ、日常生活における防犯

対策にも引き続き取り組みます。 

 

【町民・地域による主な取組】 

【自助】 

町民一人一人が

取り組むこと 

○ 日頃から避難場所や避難経路、防災用品を確認しておきま

しょう。 

○ 防災に関する知識を身に付け、水や食糧の備蓄に努めましょう。 

○ 地域で実施される防災訓練や防災について学ぶ場に、積極的に

参加しましょう。 

○ 災害時に避難する際は、隣近所で声をかけ合い、要配慮者の支

援に、できる範囲で協力しましょう。 

○ 地域の防犯活動やパトロールに積極的に協力しましょう。 

○ 自転車や自動車を運転する際は、交通マナーを守りましょう。 

【互助】 

地域で協力して 

取り組むこと 

○ 防災訓練や防災について学ぶ機会の充実に努めます。 

○ 災害時には、企業や商店は、施設や設備をできるだけ地域に開

放し支援活動に協力します。 

○ 防犯や交通安全活動等に、住民が参加しやすい仕組みづくりを

検討します。 

○ ボランティアや関係機関との連携による見守り活動を進めます。

○ 地元消防団や関係機関との連携により、防災・防犯意識の高揚

に努めます。 

 

【行政による主な取組（共助・公助）】 

施策 取組内容 

防災体制の充実 

● 町の広報紙やホームページをはじめ、多様な媒体や地域住民が

集う場や機会を活用し、災害時の避難場所の周知に努めます。 

● 自主防災組織の育成や活動を支援するとともに、地域の見守

りネットワークの構築を支援し、災害時の支援体制の確保に努

めます。 
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施策 取組内容 

災害時の支援 

体制の充実 

● 「松野町地域防災計画」「松野町国土強靱化地域計画」に基づ

き、高齢者や障がい者、子育て家庭等への災害時の情報伝達、避

難誘導体制及び避難所生活への配慮など、総合的な対策を充実し

ます。 

防犯対策の推進 

● 町民の防犯に対する意識を高めるため、町の広報紙やホーム

ページ等を活用した啓発活動に努め、関係機関と連携して、住民

同士が日頃から声かけや見守り活動を行う体制づくりを支援し

ます。 

消費者被害の 

防止 

● 高齢者等の特殊詐欺など消費者被害を未然に防止することを

目的として、その手口や対処法を伝える出前講座等について、消

費生活相談窓口と連携し、地域の高齢者が集う場で開催するな

ど、本人や家族等への啓発を強化します。 

● 消費生活相談窓口と地域包括支援センターが情報を共有し、高

齢者の財産保護のため、消費者被害の未然防止と被害を受けた際

の救済を図ります。 

地域の安全の 

確保 

● 自治会や消防団、ＰＴＡ、警察署等と連携し、地域の防犯パト

ロールの促進や交通安全対策の推進など、安全、安心なまちづく

りを総合的に推進します。 
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２ 誰もが暮らしやすい生活環境づくり 

高齢者や障がい者、子育て家庭等の社会参加を促進するためには、誰もが利用しや

すく外出しやすい道路や施設の整備が必要です。 

誰もが安全に安心して暮らすことができるよう、公共施設や交通機関、道路等にお

いてユニバーサルデザインの考えに基づくバリアフリー化を推進するとともに、町民

の生活に配慮した移動手段の確保や良好な生活環境の整備を図ります。 

 

【町民・地域による主な取組】 

【自助】 

町民一人一人が

取り組むこと 

○ 外出や移動に困っている人がいたら、積極的に手助けをしま

しょう。 

○ 地域の清掃活動や美化活動に積極的に参加しましょう。 

○ 地域で危険箇所を発見したら、自治会や町に情報を提供しま

しょう。 

【互助】 

地域で協力して 

取り組むこと 

○ 地域の危険箇所等の把握、点検を行い、改善に取り組みます。 

○ 隣近所や地域の商店等が協力して、買い物に困っている人への

支援を検討します。 

○ 商店や企業は、障がい者への配慮に努めます。 

○ 放置自転車や通行妨害の解消に努めます。 

○ 公共交通を利用しやすい環境づくりに努めます。 

 

【行政による主な取組（共助・公助）】 

施策 取組内容 

道路交通環境の

整備 

● 道路の段差解消や安全な道路交通環境の整備に努め、高齢者や

障がい者等の外出時の安全の確保に努めます。 

ユニバーサル 

デザインの 

まちづくり 

● 高齢者や障がい者、子どもをはじめ誰もが安全で快適に暮らす

ことができるよう、公共施設や公園などユニバーサルデザインの

考えに基づき、生活空間のバリアフリー化を推進します。 
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３ 再犯防止に向けた取組の推進（松野町再犯防止推進計画） 

全国の刑法犯の認知件数は減少傾向にありますが、検挙人員に占める再犯者の割合

（再犯者率）は上昇傾向にあり、愛媛県の再犯者率は、全国よりも高い状況が続いて

います。 

再犯の要因としては、住居や就労先を確保できないまま出所するケースや貧困、孤

立、疾病など社会生活を営む上で様々な問題を抱え、社会復帰できないことなどが挙

げられ、出所者に対する支援とともに、地域の一員として社会復帰しやすい環境づく

りが求められています。 

本町においても、本項目を「再犯の防止等の推進に関する法律」第８条第１項に基

づく「松野町再犯防止推進計画」として位置付け、誰もが安全で安心して暮らせる社

会を実現するため、再犯防止施策の推進に取り組みます。 

 

【町民・地域による主な取組】 

【自助】 

町民一人一人が

取り組むこと 

○ 犯罪や非行の防止と立ち直りを支える取組への理解を深めま

しょう。 

○ 保護司、保護司会等の更生保護ボランティア活動に理解を深

め、その活動に協力しましょう。 

【互助】 

地域で協力して 

取り組むこと 

○ 地域全体で犯罪や非行の防止と立ち直りを支える意識の啓発

に努めます。 

○ 罪を犯した人の立ち直りを支援するため、就労相談や住まいの

相談を行います。 

○ 再犯防止に関する地域での理解を促進します。 

 

【行政による主な取組（共助・公助）】 

施策 取組内容 

出所者等への 

生活支援 

● 刑務所出所者等に対し、必要に応じて生活困窮者自立支援制度

などの支援制度を紹介し、社会生活を営む上で必要な支援を行い

ます。 

更生保護サポー

トセンターとの

連携 

● 宇和島市、鬼北町そして本町の保護司が、相談業務などの活動

拠点とする「宇和島地区更生保護サポートセンター」と連携し、

刑務所出所者等の再犯を防止するために、就労や住居の確保など

の支援に取り組みます。 

コレワーク四国

との連携 

● 四国４県を中心に刑務所出所者等の雇用に関する相談支援や

情報提供を行っている「コレワーク四国」と連携し、刑務所出所

者等の就労を支援します。 
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施策 取組内容 

松山法務少年 

支援センター 

との連携 

● 非行などの問題を有する者や、その家族などからの相談に対応

するため、「松山法務少年支援センター（松山少年鑑別所）」と

連携して問題解決への支援に取り組みます。 

地域の理解促進 

● 「社会を明るくする運動強調月間」や「再犯防止啓発月間」（共

に７月）などにおいて、町の広報誌やホームページをはじめ、イ

ベントなどの開催を通じて、犯罪や非行のない明るい地域社会を

築くため、犯罪や非行の防止と、刑務所出所者等の更生に対する

地域の理解促進に取り組みます。 
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第６章 計画の推進 

 

 １ 計画の推進体制  

 

（１）松野町社会福祉協議会との連携強化 

松野町社会福祉協議会は、本町の地域福祉活動やボランティア活動等における中

核的な役割を果たしています。今後も引き続き、松野町社会福祉協議会と密接に連

携した福祉活動を推進します。また、社会福祉協議会が策定している「松野町地域

福祉活動計画」との施策連携を図り、協働体制を維持します。 

 

（２）庁内推進体制 

本計画は、福祉部門をはじめ、子育て支援、生涯学習やまちづくり部門など、幅

広い分野で地域福祉施策を総合的かつ効果的に推進する必要があることから、庁内

関係部署との連携をより一層強化した体制の整備を図ります。 

 

（３）計画の周知と住民との協働による推進 

計画の推進に当たっては、地域福祉の担い手である住民の主体性を最大限に尊重

し、住民参画と住民との協働によって、地域福祉の取組を進める必要があります。

各分野のまちづくりを進める上で中心的な役割を担う人々をはじめ、広く住民に対

して、本計画の内容に関する周知を図り、普及に努めるとともに、福祉やボランティ

アに関する情報提供や先行事例などを通じて、住民がお互いに支え合う意識を醸成

します。 

 

（４）感染症対策を踏まえた取組の推進 

新型コロナウイルス感染症の拡大により、地域住民の生活はもとより、様々な福

祉サービスの利用自粛など、高齢者や障がい者、子育て家庭等の暮らしやサービス

提供体制に大きな影響が及んでいます。 

本町においては、今後、それらの影響の実態把握に努めるとともに、新しい生活

様式を踏まえた地域福祉への取組や福祉サービス提供体制の在り方、そして感染症

リスク対策など、国や県の方針をはじめ、社会福祉協議会や関係機関との連携によ

り、感染症拡大防止を視野に入れた、きめ細かな支援体制の構築に努めます。 
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 ２ 計画の進行管理  

 

本計画を着実に推進するため、ＰＬＡＮ（計画）、ＤＯ（実行）、ＣＨＥＣＫ（点検・

評価）、ＡＣＴＩＯＮ（改善）による進行管理（ＰＤＣＡサイクル）に基づき、進捗

状況を管理するとともに、次の施策に生かすために必要に応じて改善を図ります。 

 

 

【ＰＤＣＡサイクルのプロセスイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画（ＰＬＡＮ） 

○ 目標を設定し、目標達成に向け

た活動を立案する。 
実行（ＤＯ） 

○ 計画に基づき、活動を実行する。 

評価（ＣＨＥＣＫ） 

○ 活動を実施した結果を整理・集

約・分析し、考察する。 

改善（ＡＣＴＩＯＮ） 

○ 考察結果に基づき、計画の

目標、活動などを見直しする。 
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資料編  

 

 １ 松野町地域福祉計画策定委員会設置要綱  

 

（設置） 

第１条 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１０７条に規定する地域福祉計画の策定に関し必要な事項

を検討するため、松野町地域福祉計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。 

（１）松野町地域福祉計画の策定に関すること。 

（２）その他委員会の目的を達成するために必要な事項。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員１０名以内で組織する。 

２ 委員会の委員は、委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が必要と認めた団体の長または個人を町長

が委嘱する。 

（１）社会福祉関係者 

（２）地域住民の組織に所属する者 

（３）学識経験者 

（４）その他市長が必要と認める者 

３ 前項に規定する委員がその身分を失ったときは、その職を辞したものとみなす。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委員会の目的が達成されたときまでとする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に、委員長及び副委員長各１人を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の中から互選する。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。 

２ 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 

３ 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は説明を求め

ることができる。 

（事務局） 

第７条 委員会の事務局は、町民課とし、必要あるときは関係各課に協力を求めることができる。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和２年８月３１日より施行する。 
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 ２ 松野町地域福祉計画策定委員会委員名簿  

 

 

番号 区分 役職名 氏名 備考 

１ 

社会福祉関係者 

松野町社会福祉協議会会長 中森 京司 委員長 

２ 特別養護老人ホーム古城園施設長 芝  吉彦  

３ 
社会福祉法人宇和島福祉協会フレンド

まつの施設長 
足利  睦  

４ 松野町民生委員・児童委員協議会会長 曽根 藤光 副委員長 

５ 

地域住民の組織

に所属する者 

松野町区長会会長 井上 六廣  

６ 松野町福祉ボランティアグループ会長 山石 恭助  

７ 松野町老人クラブ連合会会長 鶴本 好福  

８ 

学識経験者 

松野町商工会会長 加藤 勝恵  

９ 松野町立虹の森まつの保育園園長 竹内 泰子  

10 松野町ＰＴＡ連合会会長 竹葉  誠  
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 ３ 策定経過  

 

期日 項目 内容 

令和２（2020）年 

９月 23日（水） 

第１回 松野町地域福祉

計画策定委員会 

・地域福祉計画策定について 

・地域福祉計画策定スケジュール 

令和２（2020）年 

10月 
ヒアリング調査等 

・各種団体との意見交換会及びヒアリング調査

の実施 

令和３（2021）年 

１月 14日（月） 

第２回 松野町地域福祉

計画策定委員会 

・地域福祉計画素案について 

・今後の策定スケジュール 

令和３（2021）年 

２月 18日（木） 

第３回 松野町地域福祉

計画策定委員会 

・地域福祉計画案について 

・今後の策定スケジュール（案） 

令和３（2021）年 

２月 19日（金） 

～３月 20日（土） 

パブリックコメント ・地域福祉計画案について 

 

 



90 

 

 ４ 成年後見制度の利用の促進に関する法律  

 

平成二十八年法律第二十九号 

第一章 総則  

（目的） 

第一条 この法律は、認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより財産の管理又は日常生活等に

支障がある者を社会全体で支え合うことが、高齢社会における喫緊の課題であり、かつ、共生社会の実現に

資すること及び成年後見制度がこれらの者を支える重要な手段であるにもかかわらず十分に利用されていな

いことに鑑み、成年後見制度の利用の促進について、その基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及び

基本方針その他の基本となる事項を定めること等により、成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的

かつ計画的に推進することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「成年後見人等」とは、次に掲げる者をいう。 

一 成年後見人及び成年後見監督人 

二 保佐人及び保佐監督人 

三 補助人及び補助監督人 

四 任意後見人及び任意後見監督人 

２ この法律において「成年被後見人等」とは、次に掲げる者をいう。 

一 成年被後見人 

二 被保佐人 

三 被補助人 

四 任意後見契約に関する法律（平成十一年法律第百五十号）第四条第一項の規定により任意後見監督人が

選任された後における任意後見契約の委任者 

３ この法律において「成年後見等実施機関」とは、自ら成年後見人等となり、又は成年後見人等若しくはそ

の候補者の育成及び支援等に関する活動を行う団体をいう。 

４ この法律において「成年後見関連事業者」とは、介護、医療又は金融に係る事業その他の成年後見制度の

利用に関連する事業を行う者をいう。 

（基本理念） 

第三条 成年後見制度の利用の促進は、成年被後見人等が、成年被後見人等でない者と等しく、基本的人権を

享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障されるべきこと、成年被後見

人等の意思決定の支援が適切に行われるとともに、成年被後見人等の自発的意思が尊重されるべきこと及び

成年被後見人等の財産の管理のみならず身上の保護が適切に行われるべきこと等の成年後見制度の理念を踏

まえて行われるものとする。 

２ 成年後見制度の利用の促進は、成年後見制度の利用に係る需要を適切に把握すること、市民の中から成年

後見人等の候補者を育成しその活用を図ることを通じて成年後見人等となる人材を十分に確保すること等に

より、地域における需要に的確に対応することを旨として行われるものとする。 

３ 成年後見制度の利用の促進は、家庭裁判所、関係行政機関（法務省、厚生労働省、総務省その他の関係行

政機関をいう。以下同じ。）、地方公共団体、民間の団体等の相互の協力及び適切な役割分担の下に、成年

後見制度を利用し又は利用しようとする者の権利利益を適切かつ確実に保護するために必要な体制を整備す

ることを旨として行われるものとする。 

（国の責務） 

第四条 国は、前条の基本理念（以下単に「基本理念」という。）にのっとり、成年後見制度の利用の促進に

関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、成年後見制度の利用の促進に関する施策に関し、国との連携

を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

（関係者の努力） 
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第六条 成年後見人等、成年後見等実施機関及び成年後見関連事業者は、基本理念にのっとり、その業務を行

うとともに、国又は地方公共団体が実施する成年後見制度の利用の促進に関する施策に協力するよう努める

ものとする。 

（国民の努力） 

第七条 国民は、成年後見制度の重要性に関する関心と理解を深めるとともに、基本理念にのっとり、国又は

地方公共団体が実施する成年後見制度の利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

（関係機関等の相互の連携） 

第八条 国及び地方公共団体並びに成年後見人等、成年後見等実施機関及び成年後見関連事業者は、成年後見

制度の利用の促進に関する施策の実施に当たっては、相互の緊密な連携の確保に努めるものとする。 

２ 地方公共団体は、成年後見制度の利用の促進に関する施策の実施に当たっては、特に、その地方公共団体

の区域を管轄する家庭裁判所及び関係行政機関の地方支分部局並びにその地方公共団体の区域に所在する成

年後見人等、成年後見等実施機関及び成年後見関連事業者その他の関係者との適切な連携を図るよう、留意

するものとする。 

（法制上の措置等） 

第九条 政府は、第十一条に定める基本方針に基づく施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その

他の措置を速やかに講じなければならない。この場合において、成年被後見人等の権利の制限に係る関係法

律の改正その他の同条に定める基本方針に基づく施策を実施するため必要な法制上の措置については、この

法律の施行後三年以内を目途として講ずるものとする。 

（施策の実施の状況の公表） 

第十条 政府は、毎年一回、成年後見制度の利用の促進に関する施策の実施の状況をインターネットの利用そ

の他適切な方法により公表しなければならない。 

第二章 基本方針  

第十一条 成年後見制度の利用の促進に関する施策は、成年後見制度の利用者の権利利益の保護に関する国際

的動向を踏まえるとともに、高齢者、障害者等の福祉に関する施策との有機的な連携を図りつつ、次に掲げ

る基本方針に基づき、推進されるものとする。 

一 成年後見制度を利用し又は利用しようとする者の能力に応じたきめ細かな対応を可能とする観点から、

成年後見制度のうち利用が少ない保佐及び補助の制度の利用を促進するための方策について検討を加え、

必要な措置を講ずること。 

二 成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年

被後見人等の権利に係る制限が設けられている制度について検討を加え、必要な見直しを行うこと。 

三 成年被後見人等であって医療、介護等を受けるに当たり意思を決定することが困難なものが円滑に必要

な医療、介護等を受けられるようにするための支援の在り方について、成年後見人等の事務の範囲を含め

検討を加え、必要な措置を講ずること。 

四 成年被後見人等の死亡後における事務が適切に処理されるよう、成年後見人等の事務の範囲について検

討を加え、必要な見直しを行うこと。 

五 成年後見制度を利用し又は利用しようとする者の自発的意思を尊重する観点から、任意後見制度が積極

的に活用されるよう、その利用状況を検証し、任意後見制度が適切にかつ安心して利用されるために必要

な制度の整備その他の必要な措置を講ずること。 

六 成年後見制度に関し国民の関心と理解を深めるとともに、成年後見制度がその利用を必要とする者に十

分に利用されるようにするため、国民に対する周知及び啓発のために必要な措置を講ずること。 

七 成年後見制度の利用に係る地域住民の需要に的確に対応するため、地域における成年後見制度の利用に

係る需要の把握、地域住民に対する必要な情報の提供、相談の実施及び助言、市町村長による後見開始、

保佐開始又は補助開始の審判の請求の積極的な活用その他の必要な措置を講ずること。 

八 地域において成年後見人等となる人材を確保するため、成年後見人等又はその候補者に対する研修の機

会の確保並びに必要な情報の提供、相談の実施及び助言、成年後見人等に対する報酬の支払の助成その他

の成年後見人等又はその候補者に対する支援の充実を図るために必要な措置を講ずること。 

九 前二号の措置を有効かつ適切に実施するため、成年後見人等又はその候補者の育成及び支援等を行う成

年後見等実施機関の育成、成年後見制度の利用において成年後見等実施機関が積極的に活用されるための

仕組みの整備その他の成年後見等実施機関の活動に対する支援のために必要な措置を講ずること。 
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十 成年後見人等の事務の監督並びに成年後見人等に対する相談の実施及び助言その他の支援に係る機能を

強化するため、家庭裁判所、関係行政機関及び地方公共団体における必要な人的体制の整備その他の必要

な措置を講ずること。 

十一 家庭裁判所、関係行政機関及び地方公共団体並びに成年後見人等、成年後見等実施機関及び成年後見

関連事業者の相互の緊密な連携を確保するため、成年後見制度の利用に関する指針の策定その他の必要な

措置を講ずること。 

第三章 成年後見制度利用促進基本計画  

第十二条 政府は、成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、成年後見

制度の利用の促進に関する基本的な計画（以下「成年後見制度利用促進基本計画」という。）を定めなけれ

ばならない。 

２ 成年後見制度利用促進基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 成年後見制度の利用の促進に関する目標 

二 成年後見制度の利用の促進に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策 

三 前二号に掲げるもののほか、成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するた

めに必要な事項 

３ 法務大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、成年後見制度利用促進基本計画を変更しようとするときは、成

年後見制度利用促進基本計画の変更の案につき閣議の決定を求めなければならない。 

４ 法務大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、変更

後の成年後見制度利用促進基本計画をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければなら

ない。 

第四章 成年後見制度利用促進会議  

第十三条 政府は、関係行政機関相互の調整を行うことにより、成年後見制度の利用の促進に関する施策の総

合的かつ計画的な推進を図るため、成年後見制度利用促進会議を設けるものとする。 

２ 関係行政機関は、成年後見制度の利用の促進に関し専門的知識を有する者によって構成する成年後見制度

利用促進専門家会議を設け、前項の調整を行うに際しては、その意見を聴くものとする。 

３ 成年後見制度利用促進会議及び成年後見制度利用促進専門家会議の庶務は、厚生労働省において処理する。 

第五章 地方公共団体の講ずる措置  

（市町村の講ずる措置） 

第十四条 市町村は、成年後見制度利用促進基本計画を勘案して、当該市町村の区域における成年後見制度の

利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めるとともに、成年後見等実施機関の設立

等に係る支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 市町村は、当該市町村の区域における成年後見制度の利用の促進に関して、基本的な事項を調査審議させ

る等のため、当該市町村の条例で定めるところにより、審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるもの

とする。 

（都道府県の講ずる措置） 

第十五条 都道府県は、市町村が講ずる前条の措置を推進するため、各市町村の区域を超えた広域的な見地か

ら、成年後見人等となる人材の育成、必要な助言その他の援助を行うよう努めるものとする。 

 附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。た

だし、附則第三条及び第五条の規定は、同日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。 

（検討） 

第二条 認知症である高齢者、知的障害者その他医療、介護等を受けるに当たり意思を決定することが困難な

者が円滑に必要な医療、介護等を受けられるようにするための支援の在り方については、第十一条第三号の

規定による検討との整合性に十分に留意しつつ、今後検討が加えられ、その結果に基づき所要の措置が講ぜ

られるものとする。 



93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松野町地域福祉計画 

 

発 行／令和３（2021）年３月 

発 行 者／愛媛県 松野町 町民課 

〒798-2101 愛媛県北宇和郡松野町松丸 343 

ＴＥＬ（０８９５）４２－１１１１ 

ＦＡＸ（０８９５）４２－１１１９ 

 

 


